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平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
に
働
き
方
改
革
実
現
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
、
働
き
方
改
革
実
行
計
画
に
基
づ
き
、
労

働
者
派
遣
事
業
に
関
連
し
て
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
（
以
下
「
本
施
策
」
と
い
う
。
）
の
実
現
へ
向
け
て
、
労
働
者
派
遣
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
派
遣
元
事
業
主
（
以
下
「
派
遣
元
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

派
遣
先
事
業
主
（
以
下
「
派
遣
先
」
と
い
う
。
）
の
通
常
の
労
働
者
と
の
均
等
・
均
衡
待
遇
を
確
保
す
る
か
（
法
第
三
十
条
の

三
）
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
労
使
協
定
に
よ
る
待
遇
確
保
（
法
第
三
十
条
の
四
）
の
い
ず
れ
か
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
以
下

「
本
義
務
」
と
い
う
。
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
り
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
受
け

（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
）
、
改
善
命
令
等
（
法
四
十
九
条
第
一
項
）
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い

場
合
に
は
、
許
可
の
取
消
し
等
（
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
）
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

派
遣
元
が
本
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
は
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
値
上
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の

際
に
考
え
ら
れ
る
原
資
と
な
る
べ
き
は
、
ま
ず
は
派
遣
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を
差
し

引
い
た
マ
ー
ジ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
マ
ー
ジ
ン
に
関
す
る
情
報
（
マ
ー
ジ
ン
率
）
は
、
法
令
に
よ
り
情
報
提
供
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
た
め
（
法
第
二
十
三
条
第
五
項
、
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
）
、
派
遣
先
と
の
関
係
か
ら
、
派
遣
元
が
自
由
に



 

２ 

 

マ
ー
ジ
ン
を
設
定
す
る
こ
と
は
事
実
上
む
ず
か
し
く
、
い
き
お
い
業
界
平
均
水
準
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
た

め
、
新
た
な
本
施
策
実
施
の
た
め
の
原
資
と
し
て
余
力
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。 

 

そ
う
す
る
と
、
現
実
に
原
資
と
し
て
依
拠
す
べ
き
は
、
派
遣
元
が
支
払
う
派
遣
料
金
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
派
遣
労
働
者
の

賃
金
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
派
遣
料
金
の
値
上
げ
要
請
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
場
面
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
派
遣
料
金
値
上
げ
の
要
請
を
受
け
た
派
遣
先
に
対
し
て
課
さ
れ
る
義
務
は
、
「
配
慮
」
（
改
正
後
の
法
第

二
十
六
条
第
十
一
項
）
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
「
配
慮
」
義
務
の
解
釈
指
針
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
発
行

「
労
働
者
派
遣
事
業
関
係
業
務
取
扱
要
領
（
二
千
二
十
年
四
月
一
日
施
行
版
）
百
六
十
頁
（
４
）
ハ
（
ハ
）
に
よ
れ
ば
、
「
例

え
ば
、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
要
請
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
先
が
派
遣
料
金
の
交
渉
に
一
切
応
じ
な
い
場
合
や
、
派
遣

元
事
業
主
が
法
第
三
十
条
の
三
ま
た
は
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
基
づ
く
賃
金
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
額
を
派
遣
先
に

提
示
し
た
上
で
派
遣
料
金
の
交
渉
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
料
金
が
当
該
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
配
慮
義
務
を
尽

く
し
た
と
は
解
さ
れ
ず
、
指
導
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
」
と
だ
け
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
指
針
の
裏
を
返
せ
ば
、
派
遣
先

と
し
て
は
、
派
遣
元
か
ら
の
値
上
げ
要
請
に
つ
い
て
は
一
応
の
対
応
さ
え
す
れ
ば
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
と
解
さ

れ
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
図
り
同
一
労
働
同
一
賃
金
実
現
の
実
効
性
の
点
で
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
ず
、
法
改
正
の
趣



 

３ 

 

旨
と
平
仄
が
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。 

一 

労
働
者
派
遣
事
業
に
お
い
て
は
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
を
決
す
る
の
は
、
派
遣
元
が
支
払
う
賃
金
と
そ
の
前
提
と
な
る
派

遣
先
が
派
遣
元
に
対
し
て
支
払
う
派
遣
料
金
で
あ
り
、
両
者
は
密
接
不
可
分
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
施
策
を
実
効
性

あ
ら
し
め
、
真
に
派
遣
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
図
り
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
を
図
る
た
め
に
は
、
派
遣
元
が
課
さ
れ
た

義
務
を
履
行
で
き
る
程
度
に
、
派
遣
先
に
対
し
て
も
同
様
の
義
務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
派
遣
先
に
対
す

る
義
務
に
つ
い
て
、
以
下
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。 

 

１ 

派
遣
先
に
よ
る
派
遣
料
金
に
関
す
る
義
務
を
「
配
慮
」
に
と
ど
め
た
の
は
な
ぜ
か
。 

 

２ 

「
配
慮
」
義
務
で
あ
っ
て
も
、
本
施
策
の
実
効
性
担
保
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


